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研究成果の概要（和文）：本研究の成果として、企業結合法等の従属会社における少数派株主保護のための特別規制と
株主の誠実義務等の少数派株主保護のための一般条項とは相互補完関係にあり、特別規制が存在しない領域では、一般
条項が少数派株主保護のため重要な役割を果たすことが明確になった。また、ドイツにおける株主の誠実義務と株式コ
ンツェルン法との関係の研究から、特別法は一般法に優先するという法原則の妥当性も確認でき、会社法上の一般条項
は、特別規制が明らかに不合理な規制を行っていない限り、特別法を改変する力を有しないことも明らかになった。

研究成果の概要（英文）：As the result of this project, it was proved, that the general clauses of corporat
e law and the special regulation for protection of minotrty shareholders are interdependent: Where the spe
cial regulation for the protektion of minority shareholders is not realised, the general clauses funktions
 to protect the minority shareholders. But when the special regulation is irrational, the gerneral clauses
 have a power to chage the rule of special regulation. Professor Dr. Dr. Eiji Takahashi made a lot of cont
ribution to the academic study of corporate laws in Japan and in the world. The essence of the result of t
he reseach can be read to his paper "the general ckauses and the special regulation of Minority Shareholde
rs" Shoji Humu Nr. 2005 (2013). Besides he published the first Japanese Text Book on the German Corporate 
Law from Yuhikaku. As a textbook on the Japanese Corporate Law he publishes "The Pronciples of the Japanes
e Corporate Laws. The both works got the OCU-Best Testbook Prize.
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１． 研究開始当初の背景 
申請者は、ドイツと日本の企業結合法を専門
に研究していた。研究を通じて、企業結合法
研究には、機能的アプローチが必要であり、
少数派株主保護の機能を果たす企業結合法
（コンツェルン法）だけではなく、同じ少数
派保護の機能を果たす一般条項である株主
の誠実義務や株主平等原則をも対象にする
べきであることが判明した。そこで、企業結
合法とかかる一般条項の理想的な関係とは
何かを研究する必要が生じた。 
 
２． 研究の目的 
少数派株主の機能を果たす一般条項と特別
規制とをできるだけ包括的に取り上げ、それ
ぞれの国の法体系の中で、これらがいかなる
関係にあるのかを示す。 
 
３． 研究の方法 
主としてドイツ法を取り上げ、機能比較とい
う方法により、ドイツ法における一般条項と
特別規制である企業結合法（コンツェルン
法）が果たしている機能を明らかにし、日本
法への示唆を得る。 
 
４．研究成果 
（１）ドイツ法においては、民法上の一般条

項が大株主の権力濫用の規制として十分で

ないことが、会社法上の影響力利用者の責任

に関する一般条項を形成する要因となった。

全体主義経済の下で、影響力利用者の責任に

関する一般条項につき、例外として「コンツ

ェルン利益」は従属会社の個別の利益に優越

するという解釈が採用された。戦後、かかる

解釈はナチス的解釈として廃棄されたが、近

時ＥＵ法の領域で、ヨーロッパ委員会が二〇

一四年に「コンツェルン利益」をより良く認

める措置を提示をすることが提言されてい

る。 

 

（２）従属会社の少数派株主保護のための特

別規制としての株式法における事実上のコ

ンツェルン規制（株式法三一一条以下）は、

机上の産物として生み出された。しかし、特

に事実上のコンツェルン規制については従

属会社を侵害した支配企業に補償の延期を

認めるものであり強者を不当に優遇するも

のであるという批判が向けられた。かかる特

別規制の欠陥を背景に、判例法上の一般条項

として社員（株主）の誠実義務が判例法上認

められた。現在のところ、株主の誠実義務を

株式コンツェルン法の事実上のコンツェル

ン規制に優越させる見解は通説的地位を占

めるに至っていない。これは、法律上の特別

規制に欠陥がある場合、それを契機に判例法

上の一般条項が発生する場合があるが、かか

る場合でも法律上の特別規制の欠陥が著し

いものでない限り、判例法上の一般条項は、

特別規制に優越して適用される現実の力を

持たないことを示す。 

 

（３）日本法とは異なり、株式法において支

配企業の責任を定める明文規定があるドイ

ツ法においては、事実上の取締役を、子会社

の利益を侵害した親会社の責任を基礎づけ

るための法理として利用する解釈論上の提

言は存在しない。 

 

（４）株式法の事実上のコンツェルン規制

が「グループ利益」を認める立法措置として

かつての「コンツェルン全体の利益は従属会

社の個別の利益に優位する」という考え方に

強く傾斜した立法がなされる場合――例え

ば、企業グループ全体利益のための行為を無

条件に従属会社の利益を侵害した支配企業

の免責事由として認める立法措置が採られ、

従属会社の少数派株主が親会社による個別

の侵害行為から十分に保護されない状態が

生じる場合――従属会社の少数派株主が財

産権侵害（基本法一四条一項）を理由として

連邦憲法裁判所に憲法異議の訴えを提起す

る事態も生じると予想される。 

 

（５）わが国最初の会社一般に関する制定法

とも言うべき明治二三年旧商法の草案は、一

八八四年、ドイツ・ローストック大学教授で

あったヘルマン・ロェスレルによって起草さ

れた。ロェスレルは、株式会社法の制定に際

しては、株主の重要な権利である議決権およ



び利益または残余財産の分配の局面におい

ては、株主がその有する株式の数に応じて平

等に取り扱われるべき旨を明文で定めてい

た（ロェスレル草案二四四条一項・二七二

条・三〇二条）。 しかし、ロェスレルは、

株主平等原則それ自体ついては、明文の規定

を設けなかった。これは当時のドイツ普通商

法典の規制の仕方に従ったものであると考

えられる。わが国の明治二三年旧商法および

明治三二年新商法も、株主平等原則それ自体

を正面から規定することはなかった。 

 

（６）戦前および戦後のわが国を代表する商

法学者である田中耕太郎博士と鈴木竹雄教

授は、ドイツの学説を継受し、株主平等原則

が法の理念たる衡平（Billigkeit）に基づき認

められるべきことを説いた。 

 

 （７）戦後の株主平等原則のリーディン

グ・ケースは、大株主と会社との間の取引の

公正に関するものであった。事案は、無配の

会社が、会社の株式の約三.四パーセントを有

する大株主に対し、その要求により毎月およ

び半期毎の現金の贈与を行ったというもの

であった。最高裁は、本件贈与契約は、右大

株主のみを特別に有利に待遇し、利益を与え

るものであるから、株主平等原則に違反し無

効であると判示した原審判断を首肯した。本

判決は、株主平等原則が、大株主と会社との

取引において当該大株主を有利に取り扱う

ことを禁止する行為規範すなわち株主と会

社間の取引における独立当事者間取引の基

準となりうることを示した。 

 

（８）平成になり、会社経営に対して事実上

の影響力を有する支配株主等を、会社の「事

実上の代表取締役」、「実質的経営者」あるい

は「事実上の（代表）取締役」として、平成

一七年改正前商法二六六条ノ三第一項（会社

法四二九条一項）の責任を認める下級審裁判

例が多く出されるようになっている。 

 

（９）日本においても、二〇一〇年に開始さ

れた会社法改正の過程で、親会社の責任につ

き立法上の明文規定を設けるべきか否かが

問題となった。 

日本における少数派株主保護のために機

能する一般条項である株主平等原則、株主の

誠実義務、事実上の取締役および特別規制で

ある企業結合法は相互に補完する関係にあ

る。 

日本の現在行われている会社法改正にお

いて、従属会社の少数派株主保護を目的とし

た企業結合立法措置が開示規制に止まるこ

とが決定した現在、一般条項によって、従属

会社の少数派株主を保護する必要性が生ず

る。しかし、日本の判例法が、株主間の誠実

義務という観念を導入することは、株主有限

責任の原則（会社法一〇四条）の現在の理解

――株主は出資して株主となって以後は原

則として会社に対して何らの義務も負わな

いという通説的理解――から当面考えられ

ないと予想される。そこで、株主平等原則（会

社法一〇九条一項）から、結合企業間の取引

に関する独立当事者間取引の原則を導く必

要性が生ずる。戦後の最高裁のリーディン

グ・ケースにその萌芽が現れているように、

株主平等原則から、大株主と会社との間の取

引に関して独立当事者間取引の原則を導く

ことができるのであれば、かかる原則は従属

会社の取締役の会社に対する注意義務・忠実

義務（会社法三三〇条・民法六四四条・会社

法三五五条）の一内容となり、従属会社取締

役の会社に対する損害賠償（会社法四二三条

一項）というサンクションをもって、結合企

業間取引において独立当事者間取引の原則

が実行されることを一定程度担保すること

ができる。私見としては、支配会社と従属会

社間の取引において、従属会社が受け取る対

価が従属会社の与えた給付に比して著しく



相当性を欠き支配会社を特別に有利に待遇

しこれに利益を与える場合、支配会社に対し

利益を与える部分に関し当該契約は会社法

一〇九条一項に違反し無効となり、従属会社

はその違法な利益につき支配会社に対し返

還を請求することができる（民法七〇三条）

と解すべきである。しかし、株主平等原則は、

従属会社に対する侵害行為を理由とする支

配会社の損害賠償責任を基礎づけることは

できない。そこで、判例法上の一般条項であ

る事実上の取締役の法理により支配会社の

損害賠償責任を基礎づける必要性が生じる。 

日本の下級審裁判例においては事実上の

取締役の対第三者責任の基礎は「あたかも取

締役であるかのように業務執行を継続的に

行った」ことに求められている。しかし、同

時に業務執行に対する支配の事実を主たる

理由として事実上の取締役の責任を認めた

裁判例も存在する。事実上の取締役の法的基

礎は一つに限定する必要はなく、親会社の責

任規制の導入が断念された日本法の現状に

おいては、事実上の取締役の法理を企業結合

法の欠陥を補充する法理として機能させる

必要性は高く、事実上の取締役の責任の法的

基礎は多元的であり、支配から生ずる危険を

基礎とする責任（支配と責任の一致）も存在

すると解する余地もある。 
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